
目
　
　
　
次

告
　
　
　
示

○
道
路
の
区
域
変
更
（
三
件
）
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
三
二
七

○
道
路
の
供
用
開
始
（
三
件
）
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
三
二
八

○
建
築
基
準
法
に
基
づ
く
道
路
位
置
指
定
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
三
二
八

訓
　
　
　
令

○
山
梨
県
行
財
政
改
革
推
進
本
部
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
三
二
九

公
　
　
　
告

○
特
定
非
営
利
活
動
法
人
の
設
立
の
認
証
申
請
（
二
件
）
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
三
二
九

○
大
規
模
小
売
店
舗
内
の
店
舗
面
積
の
合
計
を
基
準
面
積
以
下
と
す
る
旨
の
届
出
…
…
…
…
…
三
二
九

○
大
規
模
小
売
店
舗
に
お
い
て
小
売
業
を
行
う
者
の
変
更
の
届
出
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
三
三
〇

○
大
規
模
小
売
店
舗
の
施
設
の
配
置
に
関
す
る
事
項
の
変
更
の
届
出
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
三
三
〇

○
基
本
測
量
の
実
施
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
三
三
一

○
公
聴
会
の
実
施
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
三
三
一

監
査
委
員

○
山
梨
県
監
査
委
員
事
務
局
行
政
文
書
管
理
規
程
の
全
部
を
改
正
す
る
訓
令
…
…
…
…
…
…
…
三
三
一

告
　
　
　
示

山
梨
県
告
示
第
二
百
六
十
一
号

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
道

路
の
区
域
を
変
更
す
る
。
そ
の
関
係
図
面
は
、
山
梨
県
土
木
部
道
路
管
理
課
及
び
峡
南
建
設
事
務
所
に

お
い
て
、
こ
の
告
示
の
日
か
ら
平
成
十
八
年
五
月
十
五
日
ま
で
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
十
八
年
四
月
二
十
四
日

山
梨
県
知
事
　
　
山
　
　
本
　
　
栄
　
　
彦

一
　
道
路
の
種
類
　
県
道

二
　
路
　
線
　
名
　
笛
吹
芦
川
市
川
三
郷
線

三
　
道
路
の
区
域

区
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
間

旧
新

敷
地
の
幅
員

延
　
　
　
長

の
別

（
メ
ー
ト
ル
）

（
メ
ー
ト
ル
）

西
八
代
郡
市
川
三
郷
町
大
字
中
山
字
石
原
三
三
四

旧

七
・
六
〜

一
三
七
・
〇

番
の
一
地
先
か
ら

一
一
・
二

西
八
代
郡
市
川
三
郷
町
大
字
中
山
字
石
原
三
〇
五

番
の
一
地
先
ま
で

新

八
・
六
〜

一
三
七
・
〇

一
六
・
六

山
梨
県
告
示
第
二
百
六
十
二
号

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
道

路
の
区
域
を
変
更
す
る
。
そ
の
関
係
図
面
は
、
山
梨
県
土
木
部
道
路
管
理
課
及
び
富
士
・
東
部
建
設
事

務
所
（
吉
田
支
所
を
除
く
。
）
に
お
い
て
、
こ
の
告
示
の
日
か
ら
平
成
十
八
年
五
月
十
五
日
ま
で
一
般

の
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
十
八
年
四
月
二
十
四
日

山
梨
県
知
事
　
　
山
　
　
本
　
　
栄
　
　
彦

一
　
道
路
の
種
類
　
県
道

二
　
路
　
線
　
名
　
四
日
市
場
上
野
原
線

三
　
道
路
の
区
域

区
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
間

旧
新

敷
地
の
幅
員

延
　
　
　
長

の
別

（
メ
ー
ト
ル
）

（
メ
ー
ト
ル
）

上
野
原
市
秋
山
字
イ
ヤ
ナ
一
二
七
〇
八
番
の
三
地

旧

一
七
・
八
〜

三
八
・
一

先
か
ら

四
一
・
九

上
野
原
市
秋
山
字
イ
ヤ
ナ
一
二
七
〇
七
番
の
三
地

先
ま
で

新

一
五
・
六
〜

三
八
・
一

三
四
・
六

山
梨
県
告
示
第
二
百
六
十
三
号

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
道

路
の
区
域
を
変
更
す
る
。
そ
の
関
係
図
面
は
、
山
梨
県
土
木
部
道
路
管
理
課
及
び
富
士
・
東
部
建
設
事

務
所
（
吉
田
支
所
を
除
く
。）
に
お
い
て
、
こ
の
告
示
の
日
か
ら
平
成
十
八
年
五
月
十
五
日
ま
で
一
般

の
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
十
八
年
四
月
二
十
四
日

山
梨
県
公
報
　
　
第
千
六
百
六
十
号
　
　
平
成
十
八
年
四
月
二
十
四
日

毎
週
二
回
発
行
月
曜
日
木
曜
日
　
定
価（
消
費
税
込
）一
箇
年
　
一
六
、八
〇
〇
円
（
郵
送
料
を
含
む
。）

三
二
七

山
梨
県
公
報
平
成
十
八
年

四
月
二
十
四
日

第
千
六
百
六
十
号

月　曜　日



山
梨
県
知
事
　
　
山
　
　
本
　
　
栄
　
　
彦

一
　
道
路
の
種
類
　
県
道

二
　
路
　
線
　
名
　
四
日
市
場
上
野
原
線

三
　
道
路
の
区
域

区
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
間

旧
新

敷
地
の
幅
員

延
　
　
　
長

の
別

（
メ
ー
ト
ル
）

（
メ
ー
ト
ル
）

上
野
原
市
秋
山
字
古
口
五
〇
九
四
番
地
先
か
ら

旧

四
二
・
一
〜

七
三
・
九

上
野
原
市
秋
山
字
古
口
五
〇
八
六
番
の
二
地
先
ま

五
三
・
四

で

新

三
八
・
四
〜

七
三
・
九

四
九
・
〇

山
梨
県
告
示
第
二
百
六
十
四
号

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
道

路
の
供
用
を
開
始
す
る
。
そ
の
関
係
図
面
は
、
山
梨
県
土
木
部
道
路
管
理
課
及
び
富
士
・
東
部
建
設
事

務
所
吉
田
支
所
に
お
い
て
、
こ
の
告
示
の
日
か
ら
平
成
十
八
年
五
月
十
五
日
ま
で
一
般
の
縦
覧
に
供
す

る
。

平
成
十
八
年
四
月
二
十
四
日

山
梨
県
知
事
　
　
山
　
　
本
　
　
栄
　
　
彦

道
路
の

路
　
線
　
名

区
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
間

延
　
　
　
長

供
用
開
始
の

種
類

（
メ
ー
ト
ル
）
期
日

県
道

河
口
湖
精
進

南
都
留
郡
富
士
河
口
湖
町
大
字
長
浜

二
一
〇
・
〇
平
成
十
八
年

線

字
大
輪
一
六
六
番
の
三
地
先
か
ら

四
月
二
十
四

南
都
留
郡
富
士
河
口
湖
町
大
字
長
浜

日

字
的
場
三
九
三
番
の
三
地
先
ま
で

山
梨
県
告
示
第
二
百
六
十
五
号

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
道

路
の
供
用
を
開
始
す
る
。
そ
の
関
係
図
面
は
、
山
梨
県
土
木
部
道
路
管
理
課
及
び
富
士
・
東
部
建
設
事

務
所
（
吉
田
支
所
を
除
く
。
）
に
お
い
て
、
こ
の
告
示
の
日
か
ら
平
成
十
八
年
五
月
十
五
日
ま
で
一
般

の
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
十
八
年
四
月
二
十
四
日

山
梨
県
知
事
　
　
山
　
　
本
　
　
栄
　
　
彦

道
路
の

路
　
線
　
名

区
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
間

延
　
　
　
長

供
用
開
始
の

種
類

（
メ
ー
ト
ル
）
期
日

県
道

四
日
市
場
上

上
野
原
市
秋
山
字
イ
ヤ
ナ
一
二
七
〇

三
八
・
一
平
成
十
八
年

野
原
線

八
番
の
三
地
先
か
ら

四
月
二
十
四

上
野
原
市
秋
山
字
イ
ヤ
ナ
一
二
七
〇

日

七
番
の
三
地
先
ま
で

山
梨
県
告
示
第
二
百
六
十
六
号

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
道

路
の
供
用
を
開
始
す
る
。
そ
の
関
係
図
面
は
、
山
梨
県
土
木
部
道
路
管
理
課
及
び
富
士
・
東
部
建
設
事

務
所
（
吉
田
支
所
を
除
く
。
）
に
お
い
て
、
こ
の
告
示
の
日
か
ら
平
成
十
八
年
五
月
十
五
日
ま
で
一
般

の
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
十
八
年
四
月
二
十
四
日

山
梨
県
知
事
　
　
山
　
　
本
　
　
栄
　
　
彦

道
路
の

路
　
線
　
名

区
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
間

延
　
　
　
長

供
用
開
始
の

種
類

（
メ
ー
ト
ル
）
期
日

県
道

四
日
市
場
上

上
野
原
市
秋
山
字
古
口
五
〇
九
四
番

七
三
・
九
平
成
十
八
年

野
原
線

地
先
か
ら

四
月
二
十
四

上
野
原
市
秋
山
字
古
口
五
〇
八
六
番

日

の
二
地
先
ま
で

山
梨
県
告
示
第
二
百
六
十
七
号

建
築
基
準
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
一
号
）
第
四
十
二
条
第
一
項
第
五
号
に
規
定
す
る
道
路

の
位
置
を
次
の
と
お
り
指
定
す
る
。
そ
の
関
係
図
書
は
、
山
梨
県
富
士
・
東
部
建
設
事
務
所
（
富
士
吉

田
支
所
を
除
く
。）
に
備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
十
八
年
四
月
二
十
四
日

山
梨
県
知
事
　
　
山
　
　
本
　
　
栄
　
　
彦

一
　
道
路
の
位
置

都
留
市
夏
狩
字
御
所
海
戸
一
二
七
番
四
及
び
一
二
七
番
一
三

山
梨
県
公
報
　
　
第
千
六
百
六
十
号
　
　
平
成
十
八
年
四
月
二
十
四
日

三
二
八



二
　
道
路
の
幅
員

六
・
〇
一
メ
ー
ト
ル

三
　
道
路
の
延
長

二
六
・
六
〇
メ
ー
ト
ル

訓
　
　
　
令

山
梨
県
訓
令
甲
第
十
五
号

本
　
　
　
　
　
　
　
　
庁

出
　
　
先
　
　
機
　
　
関

山
梨
県
行
財
政
改
革
推
進
本
部
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

平
成
十
八
年
四
月
二
十
四
日

山
梨
県
知
事
　
　
山
　
　
本
　
　
栄
　
　
彦

山
梨
県
行
財
政
改
革
推
進
本
部
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令

山
梨
県
行
財
政
改
革
推
進
本
部
規
程
（
平
成
十
五
年
山
梨
県
訓
令
甲
第
十
二
号
）
の
一
部
を
次
の
よ

う
に
改
正
す
る
。

第
二
条
第
一
号
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

一
　
行
財
政
改
革
に
関
す
る
基
本
的
な
計
画
の
策
定
及
び
推
進
に
関
す
る
こ
と
。

第
四
条
第
二
項
中
「
企
画
部
長
及
び
」
を
削
り
、
同
条
第
三
項
中
「
企
画
部
長
」
を
「
企
画
部
理
事
」

に
改
め
る
。

別
表
第
一
中
「
林
務
長
　
地
域
振
興
局
長
」
を
「
林
務
長
」
に
改
め
る
。

別
表
第
二
中
「
企
画
部
次
長
」
を
「
企
画
部
理
事
　
企
画
部
次
長
」
に
、
「
財
政
課
長
　
地
域
振
興

局
企
画
振
興
部
長
」
を
「
財
政
課
長
」
に
改
め
る
。

附
　
則

こ
の
訓
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

公
　
　
　
告

'

特
定
非
営
利
活
動
法
人
の
設
立
の
認
証
申
請

特
定
非
営
利
活
動
促
進
法
（
平
成
十
年
法
律
第
七
号
）
第
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お

り
特
定
非
営
利
活
動
法
人
の
設
立
の
認
証
申
請
が
あ
っ
た
。
そ
の
関
係
書
類
は
、
県
民
情
報
セ
ン
タ
ー

に
備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
十
八
年
四
月
二
十
四
日

山
梨
県
知
事
　
　
山
　
　
本
　
　
栄
　
　
彦

一
　
申
請
の
あ
っ
た
年
月
日
　
平
成
十
八
年
四
月
五
日

二
　
申
請
に
係
る
特
定
非
営
利
活
動
法
人
の
名
称
、
代
表
者
の
氏
名
及
び
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地
並

び
に
そ
の
定
款
に
記
載
さ
れ
た
目
的

１
　
名
称
　
特
定
非
営
利
活
動
法
人
エ
コ
ク
ラ
ブ
み
の
ぶ

２
　
代
表
者
の
氏
名
　
若
狹
英
則

３
　
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地
　
南
巨
摩
郡
身
延
町
市
之
瀬
九
百
五
十
七
番
地
一

４
　
定
款
に
記
載
さ
れ
た
目
的

こ
の
法
人
は
、
河
川
等
の
浄
化
や
、
食
品
残
渣
等
の
分
別
回
収
な
ど
の
環
境
保
全
活
動
を
行
い
、

循
環
型
社
会
の
形
成
並
び
に
地
球
温
暖
化
防
止
に
寄
与
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。

三
　
縦
覧
期
間
　
平
成
十
八
年
四
月
六
日
か
ら
同
年
六
月
五
日
ま
で

'

特
定
非
営
利
活
動
法
人
の
設
立
の
認
証
申
請

特
定
非
営
利
活
動
促
進
法
（
平
成
十
年
法
律
第
七
号
）
第
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お

り
特
定
非
営
利
活
動
法
人
の
設
立
の
認
証
申
請
が
あ
っ
た
。
そ
の
関
係
書
類
は
、
県
民
情
報
セ
ン
タ
ー

に
備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
十
八
年
四
月
二
十
四
日

山
梨
県
知
事
　
　
山
　
　
本
　
　
栄
　
　
彦

一
　
申
請
の
あ
っ
た
年
月
日
　
平
成
十
八
年
四
月
十
日

二
　
申
請
に
係
る
特
定
非
営
利
活
動
法
人
の
名
称
、
代
表
者
の
氏
名
及
び
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地
並

び
に
そ
の
定
款
に
記
載
さ
れ
た
目
的

１
　
名
称
　
特
定
非
営
利
活
動
法
人
　
富
士
文
化
研
究
会

２
　
代
表
者
の
氏
名
　
天
野
惣
吉

３
　
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地
　
南
都
留
郡
山
中
湖
村
平
野
二
千
五
十
番
地

４
　
定
款
に
記
載
さ
れ
た
目
的

こ
の
法
人
は
、
広
く
一
般
の
市
民
を
対
象
に
、
環
境
浄
化
活
動
、
新
し
い
文
化
の
規
範
と
な
る

文
化
活
動
、
地
域
の
歴
史
・
環
境
な
ど
各
体
系
を
相
互
研
鑽
し
且
整
え
る
活
動
な
ど
の
事
業
を
行

う
こ
と
に
よ
り
、
大
自
然
と
人
間
と
の
調
和
の
と
れ
た
聖
域
た
る
富
士
山
麓
を
中
心
に
、
豊
か
な

社
会
の
実
現
と
グ
ロ
ー
バ
ル
化
を
目
指
し
、
も
っ
て
公
益
の
増
進
に
寄
与
す
る
こ
と
を
目
的
と
す

る
。

三
　
縦
覧
期
間
　
平
成
十
八
年
四
月
十
一
日
か
ら
同
年
六
月
十
日
ま
で

'

大
規
模
小
売
店
舗
内
の
店
舗
面
積
の
合
計
を
基
準
面
積
以
下
と
す
る
旨
の
届
出

大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
（
平
成
十
年
法
律
第
九
十
一
号
）
第
六
条
第
五
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
が

あ
っ
た
の
で
、
同
条
第
六
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
次
の
と
お
り
公
告
す
る
。

山
梨
県
公
報
　
　
第
千
六
百
六
十
号
　
　
平
成
十
八
年
四
月
二
十
四
日

三
二
九



平
成
十
八
年
四
月
二
十
四
日

山
梨
県
知
事
　
　
山
　
　
本
　
　
栄
　
　
彦

一
　
届
出
者
の
氏
名
又
は
名
称
及
び
住
所

１
　
氏
名
又
は
名
称
　
株
式
会
社
く
ろ
が
ね
や
　
代
表
取
締
役
　
堀
込
丹

２
　
住
所
　
甲
府
市
中
小
河
原
一
丁
目
十
三
番
十
八
号

二
　
大
規
模
小
売
店
舗
の
名
称
及
び
所
在
地

１
　
名
称
　
ホ
ー
ム
セ
ン
タ
ー
く
ろ
が
ね
や
白
根
店

２
　
所
在
地
　
南
ア
ル
プ
ス
市
在
家
塚
字
竹
ノ
花
七
十
五
外

三
　
届
出
年
月
日

平
成
十
八
年
四
月
六
日

'

大
規
模
小
売
店
舗
に
お
い
て
小
売
業
を
行
う
者
の
変
更
の
届
出

大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
（
平
成
十
年
法
律
第
九
十
一
号
）
第
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
が

あ
っ
た
の
で
、
同
条
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
五
条
第
三
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
次
の
と
お

り
公
告
す
る
。
そ
の
届
出
を
山
梨
県
県
民
情
報
セ
ン
タ
ー
に
お
い
て
、
こ
の
公
告
の
日
か
ら
平
成
十
八

年
八
月
二
十
四
日
ま
で
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
十
八
年
四
月
二
十
四
日

山
梨
県
知
事
　
　
山
　
　
本
　
　
栄
　
　
彦

一
　
届
出
者
の
氏
名
又
は
名
称
及
び
住
所

氏
　
名
　
又
　
は
　
名
　
称

住
　
　
　
　
　
　
　
　
所

株
式
会
社
く
ろ
が
ね
や
　
代
表
取
締
役
　
堀
込

甲
府
市
中
小
河
原
一
丁
目
十
三
番
十
八
号

丹
二
　
届
出
の
概
要

１
　
大
規
模
小
売
店
舗
の
名
称
及
び
所
在
地

（一）

名
称
　
南
ア
ル
プ
ス
ビ
ッ
グ
ス
テ
ー
ジ

（二）

所
在
地
　
南
ア
ル
プ
ス
市
在
家
塚
五
百
六
十
五
番
地

２
　
変
更
し
た
事
項

変
　
更
　
事
　
項

変
更
後
の
氏
名
又
は
名
称

変
更
後
の
住
所

大
規
模
小
売
店
舗
に
お
い
て

株
式
会
社
く
ろ
が
ね
や
　
代
表
甲
府
市
中
小
河
原
一
丁
目
十
三

小
売
業
を
行
う
者
の
氏
名
又

取
締
役
　
堀
込
丹

番
十
八
号

は
名
称
及
び
住
所

マ
ッ
ク
ス
バ
リ
ュ
東
海
株
式
会
静
岡
県
駿
東
郡
長
泉
町
下
長
窪

社
　
代
表
取
締
役
　
内
山
一
美
三
百
三
番
地
一

株
式
会
社
メ
ガ
ネ
ト
ッ
プ
　
代
静
岡
県
静
岡
市
曲
金
六
丁
目
六

表
取
締
役
　
冨
澤
昌
三

番
五
十
号

株
式
会
社
フ
ァ
ー
ス
ト
リ
テ
イ
山
口
県
山
口
市
大
字
佐
山
七
百

リ
ン
グ
　
代
表
取
締
役
　
柳
井
十
七
番
地
一

正株
式
会
社
コ
ナ
カ
　
代
表
取
締
神
奈
川
県
横
浜
市
戸
塚
区
品
濃

役
　
湖
中
謙
介

町
五
百
十
七
番
地
二

３
　
変
更
の
年
月
日

平
成
十
七
年
十
二
月
九
日

三
　
届
出
年
月
日

平
成
十
八
年
四
月
六
日

'

大
規
模
小
売
店
舗
の
施
設
の
配
置
に
関
す
る
事
項
の
変
更
の
届
出

大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
（
平
成
十
年
法
律
第
九
十
一
号
）
第
六
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
が

あ
っ
た
の
で
、
同
条
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
五
条
第
三
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
次
の
と
お

り
公
告
す
る
。
そ
の
届
出
を
山
梨
県
県
民
情
報
セ
ン
タ
ー
に
お
い
て
、
こ
の
公
告
の
日
か
ら
平
成
十
八

年
八
月
二
十
四
日
ま
で
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
十
八
年
四
月
二
十
四
日

山
梨
県
知
事
　
　
山
　
　
本
　
　
栄
　
　
彦

一
　
届
出
者
の
氏
名
又
は
名
称
及
び
住
所

氏
　
名
　
又
　
は
　
名
　
称
　
　
　
　
　
　
　
　
住
　
　
　
　
　
　
　
　
所

山
梨
県
家
具
工
業
株
式
会
社
　
代
表
取
　
甲
府
市
徳
行
二
丁
目
四
番
二
十
三
号

締
役
　
矢
部
正
一

二
　
届
出
の
概
要

１
　
大
規
模
小
売
店
舗
の
名
称
及
び
所
在
地

（一）

名
称
　
ウ
エ
ル
ゾ
ー
ン

（二）

所
在
地
　
甲
府
市
徳
行
二
丁
目
二
百
八
十
六
の
三
番

２
　
変
更
し
よ
う
と
す
る
事
項

山
梨
県
公
報
　
　
第
千
六
百
六
十
号
　
　
平
成
十
八
年
四
月
二
十
四
日

三
三
〇



変
　
　
更
　
　
事
　
　
項

変
　
　
　
更
　
　
　
前

変
　
　
　
更
　
　
　
後

駐
車
場
の
位
置

届
出
の
配
置
図
の
と
お
り

届
出
の
配
置
図
の
と
お
り

３
　
変
更
す
る
年
月
日

平
成
十
八
年
十
二
月
十
三
日

三
　
届
出
年
月
日

平
成
十
八
年
四
月
十
二
日

'

基
本
測
量
の
実
施

測
量
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
八
十
八
号
）
第
十
四
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
平
成
十
八
年

四
月
十
四
日
付
け
で
国
土
交
通
省
国
土
地
理
院
長
か
ら
次
の
と
お
り
基
本
測
量
を
実
施
す
る
旨
の
通
知

が
あ
っ
た
。

平
成
十
八
年
四
月
二
十
四
日

山
梨
県
知
事
　
　
山
　
　
本
　
　
栄
　
　
彦

一
　
作
業
種
類
　
基
本
測
量
（
基
準
点
測
量
）

二
　
作
業
期
間
　
平
成
十
八
年
五
月
九
日
か
ら
同
年
十
二
月
二
十
二
日
ま
で

三
　
作
業
地
域
　
南
巨
摩
郡
南
部
町

'

公
聴
会
の
実
施

都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
十
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
公

聴
会
を
開
催
す
る
。

平
成
十
八
年
四
月
二
十
四
日

山
梨
県
知
事
　
　
山
　
　
本
　
　
栄
　
　
彦

一
　
開
催
期
日
　
平
成
十
八
年
五
月
十
九
日
（
金
）
午
前
十
時

二
　
開
催
場
所
　
甲
斐
市
篠
原
二
千
六
百
番
地
　
甲
斐
市
竜
王
北
部
公
民
館

三
　
聴
こ
う
と
す
る
案
件
　
甲
府
都
市
計
画
道
路
和
戸
町
竜
王
線
の
変
更
に
つ
い
て

四
　
意
見
書
の
提
出
先
　
中
北
建
設
事
務
所
都
市
整
備
課

五
　
意
見
書
の
提
出
方
法
　
直
接
持
参
し
、
又
は
郵
送
す
る
こ
と
。

六
　
意
見
書
の
提
出
期
限
　
平
成
十
八
年
五
月
十
二
日
（
金
）
午
後
五
時

七
　
都
市
計
画
の
案
の
概
要
　
案
の
概
要
に
つ
い
て
は
省
略
し
、
土
木
部
都
市
計
画
課
及
び
中
北
建
設

事
務
所
都
市
整
備
課
並
び
に
甲
斐
市
都
市
計
画
課
に
お
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。

八
　
そ
の
他
必
要
な
事
項
　
意
見
書
が
提
出
さ
れ
な
い
場
合
は
、
公
聴
会
の
開
催
を
中
止
す
る
。

監
査
委
員

山
梨
県
監
査
委
員
訓
令
第
一
号

山
梨
県
監
査
委
員
事
務
局
行
政
文
書
管
理
規
程
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

平
成
十
八
年
四
月
二
十
四
日

山
梨
県
監
査
委
員
　
　
勝
　
　
　
　
　
良
　
　
三

同
　
　
　
　
　
　
　
　
早
　
　
川
　
　
正
　
　
秋

同
　
　
　
　
　
　
　
　
臼
　
　
井
　
　
成
　
　
夫

同
　
　
　
　
　
　
　
　
渡
　
　
辺
　
　
亘
　
　
人

山
梨
県
監
査
委
員
事
務
局
行
政
文
書
管
理
規
程

山
梨
県
監
査
委
員
事
務
局
行
政
文
書
管
理
規
程
（
平
成
十
二
年
山
梨
県
監
査
委
員
訓
令
第
一
号
）
の

全
部
を
改
正
す
る
。

（
趣
旨
）

第
一
条

こ
の
訓
令
は
、
山
梨
県
情
報
公
開
条
例
施
行
規
則
（
平
成
十
二
年
山
梨
県
規
則
第
三
号
）
そ

の
他
別
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
山
梨
県
監
査
委
員
事
務
局
（
以
下
「
事
務
局
」
と
い
う
。
）
に
お

け
る
行
政
文
書
の
管
理
に
関
し
必
要
な
事
項
を
定
め
る
も
の
と
す
る
。

（
準
用
）

第
二
条

事
務
局
に
お
け
る
行
政
文
書
の
取
得
、
作
成
、
施
行
、
保
存
及
び
廃
棄
等
に
関
し
て
は
、
別

に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
山
梨
県
行
政
文
書
管
理
規
程
（
平
成
十
八
年
山
梨
県
訓
令
甲
第
七
号
）
の

例
に
よ
る
。

（
文
書
管
理
者
）

第
三
条

事
務
局
に
文
書
管
理
者
を
置
き
、
次
長
の
職
に
あ
る
者
を
も
っ
て
充
て
る
。

２
　
文
書
管
理
者
は
、
事
務
局
に
お
け
る
行
政
文
書
の
管
理
を
統
括
す
る
。

（
行
政
文
書
の
記
号
及
び
番
号
）

第
四
条

行
政
文
書
の
記
号
は
、
「
梨
監
」
と
す
る
。
た
だ
し
、
規
則
、
告
示
及
び
訓
令
の
施
行
文
書

に
あ
っ
て
は
「
山
梨
県
監
査
委
員
」
及
び
行
政
文
書
の
種
類
名
と
す
る
。

２
　
行
政
文
書
の
番
号
は
、
毎
年
度
四
月
一
日
を
起
番
と
し
た
一
連
番
号
と
す
る
。
た
だ
し
、
規
則
、

告
示
及
び
訓
令
の
施
行
文
書
に
あ
っ
て
は
、
毎
年
一
月
一
日
を
起
番
と
し
た
次
条
第
二
項
に
規
定
す

る
県
公
報
登
載
簿
（
別
記
様
式
）
に
よ
る
そ
の
種
類
ご
と
の
一
連
番
号
と
す
る
。

（
県
公
報
登
載
簿
）

第
五
条

行
政
文
書
の
う
ち
規
則
、
告
示
及
び
訓
令
は
、
県
公
報
に
登
載
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２
　
事
務
局
に
、
県
公
報
登
載
簿
を
備
え
、
県
公
報
に
登
載
す
る
規
則
、
告
示
、
訓
令
の
別
に
、
公
布

又
は
公
表
の
年
月
日
及
び
番
号
、
件
名
そ
の
他
必
要
な
事
項
を
記
入
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
行
政
文
書
保
存
期
間
の
基
準
）

山
梨
県
公
報
　
　
第
千
六
百
六
十
号
　
　
平
成
十
八
年
四
月
二
十
四
日

三
三
一



第
六
条

行
政
文
書
の
保
存
期
間
の
基
準
は
、
別
表
の
と
お
り
と
す
る
。

（
実
施
規
定
）

第
七
条

こ
の
訓
令
の
実
施
に
関
し
必
要
な
事
項
は
、
次
長
が
定
め
る
。

附
　
則

（
施
行
期
日
）

１
　
こ
の
訓
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
経
過
措
置
）

２
　
こ
の
訓
令
の
施
行
前
に
こ
の
訓
令
に
よ
る
改
正
前
の
山
梨
県
監
査
委
員
事
務
局
行
政
文
書
管
理
規

程
の
規
定
に
よ
り
さ
れ
た
手
続
そ
の
他
の
行
為
は
、
こ
の
訓
令
に
よ
る
改
正
後
の
山
梨
県
監
査
委
員

事
務
局
行
政
文
書
管
理
規
程
の
相
当
規
定
に
よ
り
さ
れ
た
手
続
そ
の
他
の
行
為
と
み
な
す
。

山
梨
県
公
報
　
　
第
千
六
百
六
十
号
　
　
平
成
十
八
年
四
月
二
十
四
日

三
三
二



山
梨
県
公
報
　
　
第
千
六
百
六
十
号
　
　
平
成
十
八
年
四
月
二
十
四
日

三
三
三

別記様式（第４条関係）



発
行
者
　
　
山
　
梨
　
県
　
　
甲
府
市
丸
の
内
一
丁
目
六
番
一
号
　
　
　
　
　
印
刷
所
　
㈱
サ
ン
ニ
チ
印
刷
　
甲
府
市
北
口
二
丁
目
六
番

山
梨
県
公
報
　
　
第
千
六
百
六
十
号
　
　
平
成
十
八
年
四
月
二
十
四
日

三
三
四

別表（第６条関係）


